
令
和
三
年
総
務
省
令
第
四
十
四
号

有
明
海
及
び
八
代
海
等
を
再
生
す
る
た
め
の
特
別

措
置
に
関
す
る
法
律
第
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す

る
特
定
事
業
を
定
め
る
省
令

有
明
海
及
び
八
代
海
等
を
再
生
す
る
た
め
の
特
別
措
置

に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
十

一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
有
明
海
及
び
八
代
海
等

を
再
生
す
る
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
第
十
一
条

第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
事
業
を
定
め
る
省
令
を
次
の
よ

う
に
定
め
る
。

有
明
海
及
び
八
代
海
等
を
再
生
す
る
た
め
の
特
別
措

置
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
一

条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
事
業
で
総
務
省
令
で
定
め

る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
業
と
す
る
。

一
　
法
第
八
条
に
規
定
す
る
港
湾
・
漁
港
特
定
事
業

二
　
有
明
海
及
び
八
代
海
等
を
再
生
す
る
た
め
の
特
別
措

置
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
四
年
政
令
第
三
百

五
十
四
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
一
条
第
一
号

及
び
第
二
号
に
規
定
す
る
事
業

三
　
令
第
一
条
第
三
号
に
基
づ
く
平
成
十
四
年
農
林
水
産

省
告
示
第
千
八
百
六
十
九
号
（
有
明
海
及
び
八
代
海
等

を
再
生
す
る
た
め
の
特
別
措
置
法
に
関
す
る
法
律
施
行

令
第
一
条
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
農
林
水
産
大
臣
が

指
定
す
る
事
業
を
指
定
す
る
件
）
に
規
定
す
る
漁
場
の

保
全
の
た
め
の
事
業
で
あ
っ
て
、
効
用
の
低
下
し
て
い

る
漁
場
の
生
産
力
の
回
復
を
図
る
た
め
に
行
う
し
ゅ
ん

せ
つ
、
作
れ
い
、
耕
う
ん
、
客
土
等
の
底
質
改
善
を
行

う
事
業
及
び
こ
れ
ら
に
関
連
す
る
事
業

附
　
則

こ
の
省
令
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。
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